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障害者の日常生活及び社会生活を
総合的に支援するための法律に基

づく障害福祉サービス事業の設備

及び運営に関する基準（平成18年
厚生労働省令第174号）

福岡市障がい福祉サービス事業の設
備及び運営の基準を定める条例（平

成24年福岡市条例第59号）

障害者の日常生活及び社会生活を総合的
に支援するための法律に基づく指定障害

福祉サービスの事業等の人員、設備及び

運営に関する基準（平成18年厚生労働省

障害者の日常生活及び社会生
活を総合的に支援するための

法律に基づく指定障害福祉

サービスの事業等の人員、設
備及び運営に関する基準につ

いて（平成18年12月6日障発

第1206001号）

就労定着支援の実施について（令和3年3月30日障障発0330第1号）

就労移行支援事業、就労継続支援事業（Ａ型、Ｂ型）における留意事項について（平成19年４
月２日障障発第0402001号）

※令和6年3月29日障障発0329第7号改正

福岡市指定障がい福祉サービスの事業等
の人員、設備及び運営の基準等を定める

条例（平成24年福岡市条例第57号）

通所系サービス事業の最低基準

（管理者や定員の基準など）

基準省令

福岡市条例

基準省令をもとに市で条例を制定

※ほぼ同内容だが

一部に市独自基準(P3)あり

基準省令の

解釈通知

就労系サービス（Ａ型個別支援計画、経営改善計画、雇用関係助成金との関係など）

就労定着支援の詳細

指定障害福祉サービスの提
供に係るサービス管理を行

う者として厚生労働大臣が

定めるもの等（平成18年
厚生労働省告示第544

号）

サービス管理責任者

（資格要件など）

・食事の提供に要する費用、光熱水費及
び居室の提供に要する費用に係る利用料

等に関する指針（平成18年厚生労働省

告示第545号）
・障害福祉サービス等における日常生活

に要する費用の取扱いについて（平成

18年障発第1206002号）

利用料等の詳細

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に
支援するための法律に基づく指定障害者支

援施設等の人員、設備及び運営に関する基

準（平成18年厚生労働省令第172号）

福岡市障がい者支援施設の設備及び運営
の基準を定める条例（平成24年福岡市条

例第62号）

障害者の日常生活及び社会生
活を総合的に支援するための

法律に基づく指定障害者支援

施設等の人員、設備及び運営
に関する基準について（平成

19年1月26日障発第

0126001号）
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報酬告示

留意事項

通知

Ａ型スコアの評価方

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援
するための法律に基づく指定障害福祉サービス

等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用

の額の算定に関する基準（平成18年厚生労働
省告示第523号）

厚生労働大臣が定める施設基準（平
成18年厚生労働省告示第551号）

厚生労働大臣が定める者（平成18年
厚生労働省告示第556号）

厚生労働大臣が定める事項及び評価
方法（令和3年厚生労働省告示第88

号）

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援
するための法律に基づく指定障害福祉サービス

等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用

の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上
の留意事項について（平成18年10月31日障発

第1031001号）

栄養マネジメント加算、経口移行加算、経口
維持加算、口腔衛生管理体制加算及び口腔衛

生管理加算に関する事務処理手順及び様式例

の提示について（令和3年4月6日障障発
0406第1号）

厚生労働大臣の定める事項及び評価
方法の留意事項について（令和3年3

月30日障発0330第5号）

※令和6年3月29日障発0329第41
号で変更しているため注意

リハビリテーションマネジメントの基本的考え方
並びに加算に関する事務処理手順例及び様式例の

提示について（平成21年3月31日障障発第

0331003号）

各種加算に関する事務処理手順など

就労定着支援の実施について（令和3年3月30日障障発0330第1
号）

就労移行支援事業、就労継続支援事業（Ａ型、Ｂ型）における留意事項について（平
成19年４月２日障障発第0402001号）

※令和6年3月29日障障発0329第7号改正

就労系サービス（Ａ型個別支援計画、経営改善計画、雇用関係助成金との関係など）

就労定着支援の詳細

・介護給付費等の支給決定等について（平成19年3月23日障発第0323002号厚生

労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）

・介護給付費等に係る支給決定事務等について（事務処理要領）

障害福祉サービス・障害児通所支援等の利用者負

担認定の手引き【厚生労働省社会・援護局障害保

健福祉部】

厚生労働省
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(1) 感染対策委員会設置・周知徹底 

事業所における「感染症の予防及びまん延防止」のための対策を検討する委員会（＝感染対

策委員会）を、「訪問・相談系サービス」はおおむね 6月に１回以上、「施設・居住・通所系

サービス」はおおむね 3月に１回以上（感染症が流行する時期等は必要に応じて随時）開催

し、その結果を従業者に周知徹底すること。 
 

 感染対策委員会の設置・運営については、関係する職種や取扱う事項等が相互に関係が深い

と認められる他の会議体を設置している場合、一体とすることも可能。 

 
 

＊ 【訪問・相談系サービス】：居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等

包括支援、計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、就労定着支援、自立生活援助 

＊  
 

＊ 【施設・居住・通所系サービス】：障害者支援施設（施設入所支援のほか、障害者支援施

設が行う各サービスを含む）、療養介護、共同生活援助、生活介護、短期入所、自立訓練、

就労移行支援、就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型 

 

(2) 指針の整備 

「感染症の予防及びまん延防止」のための指針として、次の項目を盛り込んだものを整備す

ること。 

平常時の取組 感染症発生時の対応 

・事業所内の衛生管理（環境整備等） 

・支援にかかる感染対策（手洗いや使い捨て

手袋の使用、マスクの着用、事業所の換気

等といった基本的な予防策） 

・発生状況の把握 

・感染拡大の防止措置 

・医療機関、市保健所、障がい福祉課等関係

機関への報告、連携 

 

(3) 研修や訓練（シミュレーション）の定期的な実施 

① 研修の実施 

「感染症の予防及びまん延防止」のための研修を、「訪問・相談系サービス」は年１回以上、

「施設・居住・通所系サービス」は年２回以上実施すること。（新規採用職員は必須） 

＊ 研修の実施内容は記録すること。 

＊ 感染症発生時の業務継続計画に係る研修と一体的に実施することも可能。 

 

② 訓練（シミュレーション）の実施 

感染症発生時を想定し、感染対策（防護服の着用等）を講じたうえでの相談支援の実演等

といった訓練（シミュレーション）を「訪問・相談系サービス」は年１回以上、「施設・居

住・通所系サービス」は年２回以上、行い、事業所内の役割分担や一連の手順を確認するこ

と。 

＊ 感染症の業務継続に係る訓練と一体的に実施することも可能。 

＊ 訓練の実施方法は机上や実地の別を問わないものの、机上と実地を組み合わせなが

ら実施することが効果的である。 

 

【関係資料（別添）】 

◆障害福祉サービス施設・事業所職員のための感染対策マニュアル 

 ◆社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について（その２）（一部改正） 

◆「令和３年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するＱ＆Ａ」の感染症対策に係る箇所 

◆障害福祉サービス事業所等における感染対策指針作成の手引き
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＊ 業務継続計画の策定・研修及び訓練の実施については、他のサービス事業者（グループ法

人や連携法人）との連携により行うことも可能。 

 

(1) 業務継続計画の策定・周知徹底 

感染症や災害が発生した場合であっても、必要なサービスが継続的に提供できるよう、次の

項目を盛り込んだ業務継続計画を策定し、その結果を従業者に周知徹底すること。 

感染症に関する項目 災害に関する項目 

・平時からの備え（業務体制、感染症防止に

向けた取組みの実施、衛生用品等消耗品の

確保等） 

・初動対応（業務継続計画発動基準） 

・感染拡大防止体制の確立（区保健所との連

携、発症者及び濃厚接触者への対応、関係

機関との情報共有等） 

・平時からの備え（建物や設備の安全対策、

ライフライン停止時の対策、備蓄品等の確

保） 

・初動対応（業務継続計画発動基準） 

・業務継続体制の確立（他施設等の応援体

制、地域との連携等） 

 

(2) 研修や訓練（シミュレーション）の定期的な実施 

① 研修の実施 

感染症及び災害の発生時の業務継続計画に係る具体的な内容について、障がい者支援施設

（施設入所支援のほか、障がい者支援施設が行う各サービスを含む）は年２回以上、その他

の障がい福祉サービス事業所は年１回以上研修を実施（新規採用時にも実施することが望ま

しい）すること。 

＊ 研修の実施内容は記録すること。 

＊ 感染症発生時の業務継続計画に係る研修は、「感染症の予防及びまん延防止」の研修と

一体的に実施することも可能。 

 

② 訓練（シミュレーション）の実施 

感染症や災害発生時を想定し、継続する業務のオぺレーションを行うといった訓練（シミ

ュレーション）を障がい者支援施設（施設入所支援のほか、障がい者支援施設が行う各サー

ビスを含む）は年２回以上、その他の障がい福祉サービス事業所は年１回以上行い、事業所

内の役割分担や一連の手順を確認すること。 

＊ 感染症発生時の業務継続計画に係る訓練は、「感染症の予防及びまん延防止」の訓練

と一体的に実施することも可能。 

＊ 訓練の実施方法は机上や実地の別を問わないものの、机上と実地を組み合わせながら

実施することが効果的である。 

 

(３) 業務継続計画の定期的な見直し 

業務継続計画は定期的に見直しを行い、必要に応じて変更すること。 

 

★未策定の場合：所定単位数の３％減算 【施設・居住系サービス】 

       ：所定単位数の１％減算 【訪問・相談・通所系サービス】 

＊ 【施設・居住系サービス】：療養介護、障害者支援施設（施設入所支援のほか、障害者支

援施設が行う各サービスを含む）、共同生活援助、宿泊型自立訓練 
 

＊ 【訪問・相談・通所系サービス】：居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障

害者包括支援、短期入所、生活介護、自立生活援助、自立訓練（宿泊型を除く）、就労移行

支援、就労継続支援、就労定着支援、計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援 
＊「感染症の予防まん延防止のための指針の整備」及び「非常災害に関する具体的計画」

の策定を行っている場合は、令和７年３月末までの間減算を適用しない。 

＊訪問・相談系サービスは令和７年３月末までの間減算適用をしない。（居宅介護、重度

訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者包括支援、自立生活援助、就労定着支援、
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計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援） 

 

【関係資料（別添）】 

◆「令和６年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するＱ＆Ａ」 

◆「障がい福祉サービス事業所等に義務化されている取組みの実施状況調査」資料一式 

◆障害福祉サービス事業所等における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイド

ライン 

◆新型コロナウイルス感染症 BCP ひな形 

◆新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン（様式ツール集） 

◆障害福祉サービス事業所等 における自然災害発生時の業務継続ガイドライン 

◆自然災害発生時における業務継続計画（ひな形） 

 

 

  

〇概要 

利用者への情報公表、災害発生時の迅速な情報共有、財務状況の見える化の推進を図る観

点から 、 障害福祉サービス等情報公表システム上、未報告となっている場合に所定単位数

を減算する 

 

★未報告の場合：所定単位数の 10％減算【施設・居住系サービス】 

：所定単位数の 5％減算 【訪問・相談・通所系サービス】 

 

＊ 【施設・居住系サービス】：療養介護、障害者支援施設（施設入所支援のほか、障害者支

援施設が行う各サービスを含む）、共同生活援助、宿泊型自立訓練、 
 

＊ 【訪問・相談・通所系サービス】：居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障

害者包括支援、短期入所、生活介護、自立生活援助、自立訓練（宿泊型は除く）、就労移行

支援、就労継続支援、就労定着支援、計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援 

 

【関係資料（別添）】 

◆「令和６年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するＱ＆Ａ」 

◆「障がい福祉サービス事業所等に義務化されている取組みの実施状況調査」資料一式 

◆本事業者等説明会資料：「障害福祉サービス等情報公表制度」 
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） 

（1）障がい者の意思決定支援を推進するため、指定基準等に以下の規定を追加。 

①取扱方針 

・事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の意

思決定の支援に配慮するよう努めなければならない。 

 

②サービス等利用計画・個別支援計画等の作成等・同性介助等 

・利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配慮しつつ、利用者が自立した日常生活を

営むことができるように支援する上での適切な支援内容の検討をしなければならない。 

・利用者の希望する生活や課題等の把握に当たり、利用者が自ら意思を決定することに困難

を抱える場合には、適切に意思決定支援を行うため、当該利用者の意思及び選好並びに

判断能力等について丁寧に把握しなければならない。 

※ 個別支援計画については、相談支援事業者にも交付しなければならない。（義務化） 

 

・相談支援専門員やサービス管理責任者が行うサービス担当者会議・個別支援会議につい

て、利用者本人が参加するものとし、当該利用者の生活に対する意向等を改めて確認す

る。  

・本人の意思に反する異性介助がなされないよう、サービス管理責任者等がサービス提供に

関する本人の意向を把握するとともに、本人の意向を踏まえたサービス提供体制の確保

に努めるべきものであること。なお、把握した本人の意向については、サービス提供記

録や面談記録等に記録するとともに、本人の意向を踏まえたサービス提供体制の確保に

ついて、人員体制の見直し等を含め必要な検討を行った結果、人員体制の確保等の観点

から十分に対応することが難しい場合には、その旨を利用者に対して丁寧に説明を行

い、理解を得るよう努めること。【指定基準の解釈通知】  

 

③サービス管理責任者等の責務 

・利用者の自己決定の尊重を原則とした上で、利用者が自ら意思を決定することに困難を

抱える場合には、適切に利用者への意思決定支援が行われるよう努めなければならな

い。 
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（２） テレワークに関する留意事項について（下記通知参照）
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（３） 「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の

臨時的な取扱い」等の廃止について（下記通知参照） 
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個人情報保護法の改正により、下記の項目は法人の義務となっていますのでご注意くだ

さい（次ページチラシを参照）。 

 
１ 漏えい等報告、本人への通知の義務化 

 要配慮個人情報（※）等の漏えい等の事案が発生した場合、又は発生したおそれがある

場合は、個人の権利や利益を侵害するおそれが大きいため、個人情報取扱事業者は、速や

かに（概ね３～５日以内）個人情報保護委員会に報告し、本人へ通知しなければなりませ

ん。 

 
【※要配慮個人情報】 

 個人情報の中には、他人に公開されることで、本人が不当な差別や偏見などの不利益を

被らないようにその取扱いに特に配慮すべき情報があります。例えば、次のような個人情

報は、「要配慮個人情報」として、取扱いに特に配慮しなければなりません。 

 
 人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により被害を被った事実のほか、身

体障がい、知的障がい、精神障がいなどの障がいがあることの記述などが含まれる個人情

報 

 

 
２ 個人情報保護法に関する相談先 

  個人情報保護法相談ダイヤル 

   電話番号 03-6457-9849 

   受付時間 平日 9：30～17：30（土日・祝日・年末年始は休業） 

 
ＰＰＣ質問チャット  https://2020chat.ppc.go.jp/ 
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                        ※障がい者支援施設（入所施設）は年２回以上 

※ 

※ 
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指導対象事業所数  ５８事業所 

指導対象事業（サービス）数  ８６事業（サービス） 

文書指導件数  ８６件 

口頭指導件数  ２１９件 

 

 
指導件数 対象サービス 

文
書
指
導 

口
頭
指
導 

合 
計 

療
養
介
護 

生
活
介
護 

短
期
入
所 

機
能
訓
練 

生
活
訓
練 

就
労
移
行
支
援 

就
労
継
続
支
援
Ａ
型 

就
労
継
続
支
援
Ｂ
型 

就
労
定
着
支
援 

施
設
入
所
支
援 

指
定
基
準
・
報
酬
・
加
算 

内容及び手続きの説明及び同

意 

3 49 52 
○ ○ 

○ 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

身体拘束等の禁止 11 17 28 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

会計の区分 0 26 26 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

勤務体制の確保等 0 18 18 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

個別支援計画の作成等 10  6 16 ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

非常災害対策 4 9 13 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ 

秘密保持等 4 9 13 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

虐待の防止 7 3 10 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

身体拘束廃止未実施減算 5 0 5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

基本報酬 4 0 4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

個別支援計画未作成減算 3 0 3 ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

定員超過特例加算 3 0 3   ○        

緊急短期入所受入加算 2 0 2   ○        

欠席時対応加算 2 0 2  ○  ○ ○ ○ ○ ○   

福祉専門職員配置等加算 1 0 1 ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○   
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指定基準関係 報酬・加算関係 

○内容及び手続きの説明及び同意 ○身体拘束廃止未実施減算 

○身体拘束等の禁止 ○基本報酬 

○会計の区分 ○個別支援計画未作成減算 

○勤務体制の確保等  

○個別支援計画の作成等  

○業務継続計画の作成等  
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内容及び手続

きの説明及び

同意

身体拘束等の

禁止

会計の区分

 

勤務体制の確

保等
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個別支援計画

の作成等 

非常災害対策 

秘密保持等 

虐待の防止 
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身体拘束廃

止未実施減

算

  

 

基本報酬
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個別支援計

画未作成減

算 

緊急短期入

所受入加算 

欠席時対応

加算 

 

福祉専門職

員配置等加

算 
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- 33 - 

10 その他 
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